
 

 

 ２０１７春季生活闘争 取り組み方針（案） 2017年２月21日時点 

 
共 
 

闘 
 

産  別 

基本的な考え方 賃上げ要求 非正規労働者の労働条件改善 職場における男女平等の実現
ワーク・ライフ・バランス 

社会の実現 

ワークルールの 
取り組み 

その他の 
取り組み 

要 求 
提出日 

回 答 
指定日 産業全体の「底上げ・底支

え」「格差是正」の取り組み 

月例賃金 
①個別銘柄（年齢ポイント）ごとの「最

低到達水準」 「 到達目標水準」 
②「賃金カーブ維持相当分（構成組織

が設定する場合）」「賃上げ分」 

企業内最低賃金 
・協定の締結 
・適用対象の拡大 
・協定額の引き上げ 
・初任給の引き上げ 

一時金 
・一時金の要求基準等 

総合的な労働条件改善を求
める【重点項目】の取り組み

賃金の引き上げの取り組み
（男女間賃金格差是正、女性活躍
推進法、改正男女機会均等法、等）

（過重労働対策、時間外 
割増率、両立支援、等） 
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会 

議 

自 治 労 

 

方針決定日 
１月27日 

地方公務員賃金は、地域
の消費動向や地方におい
て多くを占める中小企業等
で働く労働者の賃金にも、
影響があるため、春闘期か
ら公務員賃金改善にむけた
取り 組みを 進め 、連 合 方
針、公務員連絡会を踏ま
え、賃金の水準改善にこだ
わって取り組みを進める。 
2015年給与制度の総合的
見直しによるマイナス2％の
回復分に、連合の掲げる
「底上げ・底支え」「格差是
正」分の２％を加えた4％程
度を賃上げ要求基準とし、
人勧期・確定期までを見据
えた賃金改善の取り組みを
進める。また非正規や民間
・中小については時給1,010
円以上の確保をはかる。 

到達目標とするポイント賃金をめざし
つつ、少なくとも2015年給与制度の
総合的見直しによるマイナス２％の回
復分に、連合の掲げる「底上げ・底支
え」「格差是正」分の２％程度を加え
た４％程度を賃上げ要求基準とす
る。 
 
＜自治体単組＞ 
【到達目標（ポイント賃金）】 
30歳 243,599円 
35歳 295,740円 
40歳 345,348円 
＜地域公共サービス民間労働者＞ 
①自治体最低賃金（月額155,800円

以 上 、 日 給 7,790 円 以 上 、 時 給
1,010円以上）の確立 

②「賃金カーブ維持相当分4,500円 
+ 賃金改善分6,000円」以上の引
き上げの実施 

＜公営競技評議会＞ 
①臨時・非常勤等職員の賃金ｇ引き

上げ目標に準じ、時給1,010円以上
を要求 

＜全国一般評議会＞ 
①13,500円以上（平均賃上げ・定昇

相当分）の引き上げ 
②パートタイム（短時間）労働者の時

給引き上げ50円以上、または絶対
額1,000以上の実現 

③ 雇 用 形 態 に か か わ ら ず 、 月 額
155,800 円 以 上 （ 日 額 7,790 円 以
上、時給1,010円以上）を最低賃金
とすること 

 
 

自治体に雇用されるす
べての労働者、地域公
共サービス民間労働者
を対象とする自治体最
低賃金を確立し、月額
155,800円（国公行(一)１
級13 号俸） 以上、 日給
7,790円（月額/20日）以
上、時給1,010円（月額
/20日/７時間45分）以上と
して要求。 

①一時金の引き上げにあたっ
ては、期末手当を中心に改
善すること。 

②勤勉手当の成績率の運用
については、十分な労使交
渉と合意によること。 

①雇用継続の取り組み
②処遇改善の取り組み
③自治体臨時・非常勤

等職員の法整備の課
題に対する取り組み 

④雇用継続、処遇改善、
法整備にむけた首長・
議会対策の強化 

⑤非正規労働者10万人
組織化の取り組み 

【賃金要求】 
①自治体最低賃金を時給1,010円（国公行

(一)１級13号俸相当155,800円÷20日÷７
時間45分）以上とし、正規職員との均等待
遇をはかること。 

②賃金改善について、37円/ｈ＋２％（格差
是正分）以上の引き上げを実施すること。

③実務経験、能力に基づいて報酬決定を行
うこと（昇給制度の確立）。 

【最低到達条件】 
①通勤費用（費用弁償を含む）について全

額支払うこと。 
②時間外勤務手当（追加報酬）について全

額支払うこと。 
③休暇・休業（年次有給休暇（年次繰り越し

を含む）、産前・産後休暇、病気休暇、忌
引き休暇、短期介護休暇、子の看護休
暇、育児・介護休業（休暇）、生理休暇、夏
季休暇、特別休暇）を制度化すること。ま
た、常勤職員との時間比例による均等待
遇をはかること。 

④健康診断について、６ヵ月以上勤続（見込
み）・週勤務20時間以上の職員に実施す
ること。 

⑤雇用保険・健康保険・厚生年金について、
法定基準を最低に加入させること。とくに、
厚生年金の加入対象が20時間以上に拡
大したことを受けて、すべての対象者を速
やかに加入させること。 

⑥2009年度より消費生活相談員の報酬にか
かる地方交付税措置が拡充（150万円
→300万円）されていることを踏まえ、非常
勤職員である消費生活相談員の賃金改
善を行うこと。また、保育士・介護職員につ
いては、人材確保の観点から民間でも処
遇改善がはかられていることを踏まえ、賃
金改善を行うこと。 

【均等待遇（賃金）】 
①自治労の自治体最低賃金と経験年数を考

慮した、年齢別最低保障賃金を確立する
こと。 

②賃金（報酬）について、人事院指針（2008
年８月26日）や総務大臣答弁（2009年５月
26日）、「2014年通知」などを踏まえ、職務
内容（職務の内容と責任）、在勤する地
域、職務経験等の要素を考慮し、改善す
ること。 

③諸手当（相当報酬）について、正規職員と
の均等待遇による支給とすること。 

④週の労働時間が定まり、６ヵ月以上勤務予
定の職員には、月給制度を適用すること。

①２月28日に「男女が
ともに担う自治労県
本部代表者会議」を
開催し、男女平等
推進にむけた課題
の共有化をはかる。

②女性活躍推進法お
よび次世代育成支
援対策推進法の特
定（一般）事業主行
動計画を点検し、計
画を確実に実行す
るため労使協議を
行う。 

③あらゆるハラスメント
のない快適な職場
を実現するために
も、総体的なハラス
メント防止にむけた
研修の充実と相談
体制の確立など、必
要な措置について
労使で確認する。ま
た、本部が作成する
「パワハラの予防・
解決マニュアル（仮
称・2017年１月発行
予定）」を活用し、対
策をはかる。 

①自治労の目標である1800時
間を早期に実現し、ゆとりあ
る生活を送るためにも、当
局の責任として勤務時間の
管理をさせるとともに、労使
による時間外勤務の縮減に
取り組む、また、年次有給
休暇の完全取得等に取り組
む。 

②地方公務員の育児休業等
に関する法律及び育児休
業、介護休業等育児又は家
族介護を行う労働者の福祉
に関する法律の一部を改正
する法律を踏まえ、両立支
援制度の改善を行うこと。 

③育児休業および介護休暇
に関わる期間の給与上の取
り扱いは、全期間勤務した
ものとみなし、昇給、一時
金、退職手当に関する不利
益を解消すること。また、賃
金格差が生じないよう配慮
すること。 

④ワーク・ライフ・バランスの実
現と男女平等の推進を、自
治労の年間を通した重要課
題として、組織全体で取り組
む。具体的には、各単組に
おいて春闘期を起点に、
ワーク・ライフ・バランスと男
女平等に関する課題を要求
書に盛り込み、男女平等推
進月間である６月期には、
男女平等推進闘争に取り組
み、積み残した課題につい
て前進をはかる。 

ワークルールの遵守
と快適な職場づくり
にむけて、下記の事
項について要求す
る。 
① 窓 口 業 務 を は じ

め、地方行政サー
ビスにおける安易
な民間委託は行わ
ないこと。委託に関
する何らかの検討
を行う場合でも、必
ず事前に組合との
協議を行うこと。 

②偽装請負を行わな
いこと。 

③任用・雇用につい
ては直接雇用を原
則とし、派遣労働
者の受け入れにつ
いては、事前協議
を前提とすること。 

④安全衛生委員会を
月１回以上開催し、
快適職場環境の実
現と健康診断の徹
底をはかること。 

⑤災害時の業務の体
制、取引先・委託
先などとの連携の
あり方などについ
て、組合と交渉・合
意の上ルール化す
ること。 

⑥2015年12月から義
務化されたストレス
チ ェ ッ ク に つ い て
は、引き続き、結果
の集団集計・分析
を行った上で、職
場 環 境 改 善 を 講
じ、高ストレス者の
未然防止につなげ
ること。また、50人
未満の事業場も含
め、すべての事業
場において実施す
ること。 

【地方財政の確立】 
公共サービスの充

実と地方財源の確保
にむけて、政府予算
編成および自治体予
算編成時から取り組
みを進める。とくに、政
府予算および地方財
政の大枠が決定され
る概算要求策定時期
（６～９月）につながる
取り組みを進め、地方
財政の確立をはかる。
と く に 、 「 骨 太 方 針
2016」に盛り込まれた
「トップランナー方式」
の早期拡大、民間委
託状況等の「見える
化」の徹底・深化・拡
大等に対し、政府・国
会対策を強化する。 
【よりよい地域医療・福
祉にむけた春闘の取
り組み】 
①安心の地域医療・

福祉を守るため、地
域における医療、介
護、福祉の連携を
強化し、多様化・複
雑化する社会保障
ニーズに対応すると
と も に 、 こ れ ら の
サービスを支える人
材の確保・処遇の
改善にむけた取り
組みを行う。 

②連合の「クラシノソコ
アゲ応援団！ ＲＥ
ＮＧＯキャンペーン
第２弾」（以下、「クラ
シノソコアゲキャン
ペーン」）に連動し
て行われる、社会保
障分野における政
策実現にむけた取
り組みに積極的に
参加する。 

2月8～15日 3月17日 

        

交通･運輸共闘連絡会議 
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基本的な考え方 賃上げ要求 非正規労働者の労働条件改善 職場における男女平等の実現
ワーク・ライフ・バランス 

社会の実現 

ワークルールの 
取り組み 

その他の 
取り組み 

要 求 
提出日 

回 答 
指定日 産業全体の「底上げ・底支

え」「格差是正」の取り組み 

月例賃金 
①個別銘柄（年齢ポイント）ごとの「最

低到達水準」 「 到達目標水準」 
②「賃金カーブ維持相当分（構成組織

が設定する場合）」「賃上げ分」 

企業内最低賃金 
・協定の締結 
・適用対象の拡大 
・協定額の引き上げ 
・初任給の引き上げ 

一時金 
・一時金の要求基準等 

総合的な労働条件改善を求
める【重点項目】の取り組み

賃金の引き上げの取り組み
（男女間賃金格差是正、女性活躍
推進法、改正男女機会均等法、等）

（過重労働対策、時間外 
割増率、両立支援、等） 
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方針決定日 

1月25日 

深刻なドライバー不足やこ
れまでの過当競争に加え、
労働時間管理の強化等の
コンプライアンスなどにより、
事業を取り巻く環境はより厳
しさを増し、職場の長時間
労働の常態化が懸念されて
いる。この状況から脱却して
いくためには、引き続き月
例賃金にこだわる闘いを進
めて底上げ・底支えを加速
し、他産業との格差是正に
結びつけていく。 
 

統一要求基準は、所定内労働時
間賃金に、定期昇給（相当）分の
1.5％と、賃金改善分（格差是正
分含む）としての3.0％を加えた
4.5％を乗じたものとする。 
・産別としての平均要求方式にお
ける賃上げ要求額は、11,000円
中心とする。 

・地域実態と隔たりの大きい場合
には、地域のベース賃金を算出
して要求額を設定できることとす
る。 

・個別賃金要求は、他産業との格
差是正を考慮したものとする。 

・非正規労働者（パート労働者を
含む）の賃金をはじめとする処遇
改善に取り組むこととする。 

中央本部で作成した申入書・
協定書をもとに、すべての加
盟単組が春闘時に企業内最
低賃金協定の締結を求めて
申し入れ（要求）を行い、賃上
げ妥結に合わせて最低賃金
額を締結する（協定額は時間
額を基本とする）。 
運転者以外の職種の企業内
最低賃金については、地域
別最低賃金額の 20％以上
アップの時間額を要求するこ
ととし、トラック最賃同様に協
定化に取り組むこととする。 

一時金の要求額については、
年間一括は120万円以上（月
数では所定内賃金の5ヵ月以
上）とし、夏季一時金の場合は
60万円以上（同2.5ヵ月以上）と
する。 

①無期転換促進の取り組み
・現段階で5年を超えて働き
続けている場合、法改正か
ら5年となる2018年4月を待
たずに、無期労働契約に転
換するよう労使協議等の場
で求めていくこととする。 

・ 無 期 転 換 を 避 け る た め 、
2017年4月以降の契約更新
の際に雇止めが発生する懸
念があることから、法の趣旨
に則り、企業に対し本人の
意思に反した雇止めが行わ
れないよう求め、非正規労働
者が安心して働き続けること
ができる職場づくりに取り組
むこととする。 

②正社員化の取り組み 
・法律上では、正社員への転
換を義務付けるものではな
いものの、無期への転換後
は正社員とする制度を求め
ることとする。 

③労働条件・職場環境改善
の取り組み 

・福利厚生の充実に向けて、
働き方に関係なくすべての
労働者に適用するよう取り組
みを進め、それぞれの単組
で必要に応じた職場環境の
改善を企業に求めることとす
る。加えて、派遣労働者など
間接雇用者についても、同
様の取り組みを進めることと
しする。 

・有期契約労働者を雇用し
ている職場では、労働条件
について点検を行い、時間
給などの賃金引き上げや
労働時間短縮など、有期
契約労働者の処遇改善に
取り組むこととする。 

・女性労働者の雇用安定と拡大を
図るため、労働条件の整備や職
場環境の改善および法令遵守
に向け取り組む。とりわけ介護休
業の分割取得は、基準の遵守は
もとより、さらなる上積みを図るこ
ととする。 

・女性活躍推進法の実行に向け、
労働組合として実態把握を行う
とともに労使協議の中で女性の
職業生活における活躍推進の
取り組みを行う。 

・連合方針に基づき、男女平等・
均等待遇の実現に向け、男女平
等推進委員会や諸会議等で検
討を深め、男女平等参画推進の
取り組みを進める。 

・男女間の賃金格差の実態把握
と是正への取り組む。 

・男女平等関連労働法の改正後
のフォローアップ。 

・恒常的な時間外労働の削減
を図るとともに、長時間労働
を前提とした賃金体系の見
直し、休日の増加など、それ
ぞれの職場の実態に基づい
て、長時間労働の解消に向
けて取り組む。 

・労働法制全般の周知徹底と
改善基準告示の遵守、36協
定（特別条項付協定）の点検・
適正化などを図ることで総労
働時間の短縮を進め、長時間
労働に起因する健康被害の
防止に努める。 

・組合員の労働時間管理の徹
底を図るとともに、適正な時
間外労働手当の支給など、
法令遵守に向けた取り組み
を進める。 

・時間外割増率の引き上げに
ついては、すべての単組で、
①月60時間以内は時間外割
増率30%以上、②月60時間超
は同50%以上、③休日割増は
50%以上、の引き上げを求め
る。 

・時間単位の年次有給休暇の
実施にあたっては、日単位の
取得が阻害されないことを前
提とする。 

・計画的な「年休消化」に取り
組むことにより、総労働時間
短縮を進める。 

・青少年の雇用の促進等に
関する法律（若者雇用促
進法）に関する取り組み 

2016年3月に改正されたこと
をふまえ、新卒者だけでな
く中途採用者を対象に求
職者に対し「職場情報の
公表」や「職場への定着を
サポートする環境づくり」を
実施する。また万一、虚偽
の情報を公開した場合に
は、ハローワークに6ヵ月間
求人票が出せなくなる罰
則もあることから、採用に
関する状況について労使
協議を行い、対応すること
とする。 

・障がい者雇用に関する取
り組み 
障がい者の雇用の促進等
に関する法律の趣旨を踏
まえその対応に努める。ま
た、連合を通じ厚生労働
省など関係各所に対し、
障がい者就労施設等に積
極的な仕事の発注や物品
の購入を行う企業への優
遇措置の拡充や認定制度
の創設など、必要な施策
を求める。 

・安全な職場づくり 
安全衛生委員会の確立と
定 期 開 催 の 実 施 お よび
「陸上貨物運送事業にお
ける荷役作業の安全対策
ガイドライン」の周知・徹底
を図る。 

政策・制度の取
り組み 
雇用確保の取り
組み 
産別統一闘争
強化の取り組み
組織拡大の取り
組み 

2月10日(金)
～13日(月)

大 手 ・ 先 行
組合：3月中
旬、中小 組
合 ： 4 月 第 3
週（2月末の
機関会議で
決定） 

 私 鉄 総 連 
 
方針決定日 
2月2日 

１７春闘は、職場から全組合員に
よる産業別統一闘争としてたたかい
ます。 
(1)すべての組合が、①要求書をす

みやかに提出し、②早くから交渉
を開始し、③繰り返し労使交渉を
おこなう、④回答(指定)日時の厳
守に重点をおき、たたかいます。 

(2)財務諸表などから経営状況を把
握し、適正な配分を求めていきま
す。企業を支えているのは人で
あり、「人への投資」の重要性を
労働組合から積極的に主張して
いきます。 

(3)他産業、同業他社、地域との賃
金格差の是正に取り組みます。
中小組合、企業・産業の壁を超
えた情報共有をはかるため、数
字での情報開示に向け、意思疎
通をはかります。 

(4)実質生活の維持・向上と賃金水
準をふまえ、定昇相当分(賃金
カーブ維持分)、生活維持＋生
活回復・向上分(ベア分)要求の
獲得に取り組みます。 

(5)年間臨時給は、年間収入の維
持・向上に取り組みます。 

(6)産業別最低賃金の引き上げを
求めます。 

(7)非正規雇用労働者の処遇改善
に取り組みます。 

定昇相当分(賃金カーブ
維 持 分 )  2.0 ％  プ ラ ス 
生活維持分＋生活回復・
向上分(ベア分) 5,600円 

①2016年度地域別最低賃金
＋10％とすること。 

②最低水準131,200円を引き
上げること。 

③月額換算に用いる１カ月の
労働時間は173.8時間とす
る。 

④各都道府県の地域別最低
賃金は、原則として本社地
を基本とする。 

⑤協定期間内に地域別最低
賃金が変更になった場合、
産業別最低賃金もこれに準
拠させる。 

⑥月額換算の計算において、
円位未満の端数が生じたと
きは、円位を単位として切り
上げる。 

①2016年度の協定月数を堅
持すること。 

②削減を余儀なくされた組合
は、回復分を強く要求する。

③年間協定が５カ月に満たな
い組合は、５カ月とすること。

④協定は、夏冬別途ではなく、
年間協定とすること。 

月例賃金・時給の「底上げ・底
支え」と「格差是正」をはかる
取り組みを進めます。「誰もが
時給1,000円」の実現をめざし
つつ、契約・嘱託・再雇用・
パートタイム労働者などの多
様な働き方に対応した「均等・
均衡の実現」、労働関係法の
遵守に取り組みます。 

１時間あたり、60円以上を引
き上げることを基本とする。 

   ポイント別賃金水準 
 それぞれの水準(過去５年間の移動平
均)を段階的に達成できるよう、上げ幅で
はなく、賃金の絶対額(賃金水準)を意識
した基準を設けます。 

2月8日  

 

  
(1)最低水準／年齢別の推計標準生計費 

(人事院勧告「標準生計費」より産労総研が試算) 
   30歳     35歳     40歳 
 196,072円  221,430円 246,794円 
(2)平均水準／ポイント年齢別モデル賃金(主要組合・所定内賃金水準)

(連合「構成組織の賃金・一時金・退職金」より) 
30歳     35歳     40歳 

高卒、事務技術労働者 270,294円 314,636円 350,042円 
高卒、生産労働者    263,961円 303,857円 336,646円 
(3)到達水準 ／ 資本金５億円以上・労働者1,000人以上 

(中央労働委員会「賃金事情調査」より) 
                       30歳     35歳     40歳 
高卒、事務・技術労働者(総合職) 283,620円 333,080円 374,000円
高卒、生産労働者          263,020円 304,120円 343,340円
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闘 
 

産  別 

基本的な考え方 賃上げ要求 非正規労働者の労働条件改善 職場における男女平等の実現
ワーク・ライフ・バランス 

社会の実現 

ワークルールの 
取り組み 

その他の 
取り組み 

要 求 
提出日 

回 答 
指定日 産業全体の「底上げ・底支

え」「格差是正」の取り組み 

月例賃金 
①個別銘柄（年齢ポイント）ごとの「最

低到達水準」 「 到達目標水準」 
②「賃金カーブ維持相当分（構成組織

が設定する場合）」「賃上げ分」 

企業内最低賃金 
・協定の締結 
・適用対象の拡大 
・協定額の引き上げ 
・初任給の引き上げ 

一時金 
・一時金の要求基準等 

総合的な労働条件改善を求
める【重点項目】の取り組み

賃金の引き上げの取り組み
（男女間賃金格差是正、女性活躍
推進法、改正男女機会均等法、等）

（過重労働対策、時間外 
割増率、両立支援、等） 

交 

通 

・ 

運 

輸 

共 

闘 

連 

絡 

会 

議 

Ｊ Ｒ 連 合 
 
方針決定日 
2月2日 
 

・企業業績、社会・経済・政
治の諸動向等を踏まえ、
月例賃金総額の引き上げ
にこだわる取り組みを行う
とともに、あらゆる労働条
件の点検・分析を深度化
しつつ改善を図る「総合生
活改善闘争」に徹底してこ
だわり、諸労働条件の着
実な向上・改善を目指す
方針とする。 

・とりわけ、ＪＲグループ（ＪＲ７
社、グループ会社）に加
え、業務の受委託関係に
ある協力会社をはじめとす
る取引企業（協力会社等）
も含めたすべてのＪＲ関係
労働者への波及（労働条
件向上）を強く意識した方
針とし、生み出した付加価
値の適正分配に資する公
正取引（契約単価の見直
し・向上等）を求める方針
とする。 

・同一労働同一賃金ガイド
ライン案を念頭におきつ
つ、非正規労働者の賃金
をはじめとする労働条件全
般や福利厚生等も含めた
諸 制 度に つ い て の 点 検
と、必要な是正に取り組
む。 

（具体的な要求内容は、連合方
針に基づく水準で現在検討中） 
①定期昇給相当分（賃金カーブ

維持分）の確保を求める。 
②ベースアップ要求による統一行

動を行うとともに、あわせて賃金
項目全般の引き上げを通じて、
月例賃金総額の引き上げに取
り組む。 

※賃上げに関わる要求水準は、
連合方針に基づく水準で検討
中。 

※要求方式は、平均賃金引き上
げ方式と個別賃金引き上げ方
式の併用とし、個別賃金引き上
げ方式を採用する単組は、35
歳・男子・高卒・標準労働者・
回帰値で設定。 

※2014年にＪＲ連合として策定し
た「中期労働政策ビジョン2014
～2018」において、中期的に到
達すべき目標賃金を設定して
いる（Ｑ１～３で設定）。毎年、
全単組の賃金実態調査を実施
しており現行賃金と目標賃金と
の乖離を確認するとともに、５ヶ
年で目標賃金をキャッチアップ
する取り組みを展開中（2017春
闘は、同ビジョンに基づく取り
組みとして３年目にあたる）。 

連合方針に基づく取り組み。 ・期末手当（夏季手当、年間
臨給）について、可能な限り
同時要求する。 

※具体的な要求内容は、各単
組にて決定 

①正社員化の制度創設を目
指す。 

②労働契約法の改正趣旨を
踏まえ、正社員との均等待
遇（昇給ルール、時間外割
増適用、無期契約転換後
における均等処遇の確保、
各種休暇制度等）を要求
する。 

③「同一労働同一賃金ガイド
ライン案」を念頭におき、各
雇用形態の賃金・諸手当を
はじめとする労働条件のみ
ならず、福利厚生等の各種
制度全般についても、自社
内の制度及び運用に係る
点検を行う。そのほか、安
全管理に関する取り組み、
社会保険の加入状況の確
認・徹底と加入希望者への
対応等を合わせて行う。そ
の上で、合理的理由のない
処遇差がある場合にはそ
の是正を求めるなど、改善
に向けた要求を行う。 

 
 

（現在検討中） 
①均等待遇に向けた賃金の

引き上げを求める（「誰で
も時給1000円」をめざす
取り組み 

②正社員との均等待遇をめ
ざす観点から、昇給ルー
ルの導入・明確化の取り
組 み を 強 化 す る 。 昇 給
ルールが確立されている
場合は、その昇給分を確
保する。 

③時給引き上げについて
は、正社員との均等待遇
をめざす観点から40円を
目安として時給の引き上
げを目指す。同考え方に
基づき月給についても改
善を求める。 

④諸手当等の制度改善・創
設［期末手当（一時金）、
時間 外手 当、通 勤費な
ど］を要求する。 

⑤「同一労働同一賃金ガイ
ドライン案」を念頭におき、
賃金・諸手当をはじめとす
る労働条件全般について
自社内の制度及び運用
に係る点検を行う。そして
合理的理由のない処遇差
がある場合にはその是正
を求めるなど、改善に向け
た要求を行う。 

 

・連合方針に基づく取り組
み（女性活躍推進法や改
正男女雇用機会均等法
の定着・点検に関する取り
組みなど） 

・育児・介護休職を取得す
ることによる人事考課にお
ける不利益取り扱いを禁
止するとともに、昇給にお
ける育児および介護休職
期間除外規定および昇格
における欠格条項廃止を
求める 

・ 年 間 総 実 労 働 時 間
1800時間を目指す。 

・時間外労働等割増率
について、法定割増率
水準からの引き上げを
求める。 

・36協定の遵守状況、
特に特別条項付協定
を締結している単組に
ついてはその適宜点
検と 必要な是正を図
る。 

・平均年休取得率90％
を目指すとともに、年
間取得ゼロの組合員を
なくす。 

・採用時の年休付与日
数15日以上を実現す
る。 

・半日休暇制度の回数
制限撤廃を実現する。 

・事業所ごとに年休取得
率を把握し、適正人員
の措置を通じて取得率
の向上に向けた取り組
みを展開する。 

・法定を超える育児・介
護休業期間の拡充や
育児・介護に係る短時
間勤務制度の拡充、こ
の看護休暇制度の拡
充等といった、育児及
び介護に関わる諸制
度の拡充など、育児・
介護と仕事の両立を図
る制度の創設や改善
を求める。 

・治療と職業生活の両
立支援に関する取り組
みを求める。 

①60歳以降の雇用制度ならび
に賃金制度については、希
望者全員を対象とする65歳
までの継続雇用を前提とし
た、合理性のある雇用制度
と賃金制度の確立に取り組
む。高年齢者の就業の場を
確保するため、高年齢者の
ニーズに対応する働き方と
それに見合った賃金、労働
時間などの労働条件、高年
齢者が働きやすく働きがい
のある職場づくり、作業環
境、能力開発、健康管理な
どについて労使協議を行う。
また、60歳以降の諸労働条
件の前提となる50歳以降の
シニア層の基本賃金をはじ
めとした諸労働条件の改善
に努める。とりわけ「同一価
値労働・同一賃金」の理念
に基づいた点検ならびに改
善を求め、シニア層にとって
働きがいのある職場環境整
備を図ることとする。併せ
て、生涯獲得賃金のさらなる
引き上げを目的として退職
手当の改善に取り組み、第
二基本給の縮小・廃止をは
じめとする要求を行う。 

②有期労働契約に関する取り
組みとして、労働契約法の
趣旨に基づき、法定（有期
契約５年）を下回る年限で
の無期転換権確保に取り組
むとともに、均等待遇の観
点に立って、有期契約労働
者の労働条件全般の点検
を図る。 

③改正労働者派遣法に関す
る取り組み 

④若者雇用に関する取り組み 
⑤障がい者雇用に関する取り

組み 
⑥安全な職場づくり（メンタル

ヘルス対策や受動喫煙防
止対策、パワハラ対策など） 

①安全・政策・民主化の
運動との連携・強化 

・最重要課題である安全
のさらなる確立に向け
た取り組みを強化して
いくと同時に、安全衛
生委員会などの活性化
を図る。 

・春季生活闘争の取り組
みに併せ、産業（交通）
政策実現の取り組みを
強化する。 

・春季生活闘争と民主化
闘争を柱とする組織強
化・拡大の取り組みを
効果的に組み立て、積
極的な組織対策行動を
展開する。 

②各単組・地協における
全組合員を挙げた運動
の強化 

・2017春闘の社会的課
題の周知をはじめ、全
組合員との共通課題認
識を深めるなどの各単
組のあらゆる取り組み
を強化する。 

・組合員の闘争方針の
理解促進と参画意識を
高め、産別・単組の求
心力を高めるために、
運動としての春闘を強
化する。具体的には、Ｊ
Ｒ連合地方協議会およ
び各単組の決起集会
等や、討議資料を活用
した「学習会」の開催に
取り組む。 

・運動の担い手が世代
交代している現状を踏
まえ、「春闘運動」の継
承を図るべく、教育とい
う観点から「春闘」の意
義、目的等を伝える機
会としていくこととする。

ＪＲ各単組…
機関決定後
速やかに提
出（期限は2
月14日）、グ
ループ労組
…可能な限
り2月28日ま
で 

ＪＲ各単組…
先 行 回 答
ゾーン（3/13
～ 17 ） 、 グ
ループ労組
…可能な限
り４月中 

 Ｊ Ｒ 総 連 
 
方針決定日 
2月3日 

連合方針に踏まえて、ＪＲ各
社、ＪＲグループ各社で働く
組合員の賃金・労働条件の
改善をめざす。 

定昇をはじめとする賃金制度を守
り、実質賃金の確保と生活改善に
向けて、定昇分（賃金カーブ維持
分）に加え、ベースアップ分6,000
円（生活向上分、格差是正分）を
統一要求とする。定昇（賃金カー
ブ維持分）の算定が困難な組合
は、連合・中小共闘方針を踏ま
え、10,500円（定昇・賃金カーブ
維持分含む）とする。なお、格差
是正・実損回復分は必要に応じ
て各単組で設定する。 
賃金制度が未整備の労連加盟単
組は、賃金制度の確立と整備を
取り組む。 
賃金制度改善、諸手当改善は各
単組ごとに要求を掲げ解決をめ
ざす。 

初任給を引き上げ、企業内最
低賃金を引き上げる。 

一時金要求については、各単
組の実情により設定する。 

単組・労連加盟組合をはじめ
ＪＲグループ内外の非正規労
働者の組織化を取り組む。 
契約社員の正社員化と雇用
確保をめざす。 
契約社員、臨時・パート社員
の待遇改善は各単組の実情
により設定する。 
非正規雇用問題の解決をめ
ざし、連帯活動を強化する。

時給引き上げについては、
賃上げと格差是正に取り組
む。 
賃金制度の未整備な組合
は、制度の確立と整備に取り
組む。 
時間給1,000円以上に引き
上げる。 

連合方針により取り組む。 連合方針を踏まえ、年間所定
労働時間2,000時間を上回る
企業をなくし、年次有給休暇
の完全取得をめざす。また、
時間外労働等の割増率が法
定割増率と同水準にとどまっ
ている企業をなくす。 
また、時間外労働を１ヵ月45時
間以内に抑えることを基本と
し、少なくとも１ヵ月100時間ま
たは2ヵ月160時間を超える過
重労働を根絶する。 
勤務間インターバル規制（原
則11時間）導入を進める。 

連合方針により取り組
む。 

65歳定年制及び希望
者全員の再雇用(経
過措置の撤廃）制度
の確立をめざす。55
歳以上の在職条件の
改善をめざす。 
36協定違反の根絶、
法令・労働協約遵守
に向け職場実態を総
点検する。 
厚労省「労働時間等
見 直 し ガ イ ド ラ イ ン
（労働時間等設定改
善指針）」の活用や
「改正労基法」、「改
正育児・介護休業法」
を上回る取り組みを
継続する。 

原則として2
月中 

各 単 組 ご と
に別途決定
す る が 、 最
大のヤマ場
を3月15日と
する。 
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産  別 

基本的な考え方 賃上げ要求 非正規労働者の労働条件改善 職場における男女平等の実現
ワーク・ライフ・バランス 

社会の実現 

ワークルールの 
取り組み 

その他の 
取り組み 

要 求 
提出日 

回 答 
指定日 産業全体の「底上げ・底支

え」「格差是正」の取り組み 

月例賃金 
①個別銘柄（年齢ポイント）ごとの「最

低到達水準」 「 到達目標水準」 
②「賃金カーブ維持相当分（構成組織

が設定する場合）」「賃上げ分」 

企業内最低賃金 
・協定の締結 
・適用対象の拡大 
・協定額の引き上げ 
・初任給の引き上げ 

一時金 
・一時金の要求基準等 

総合的な労働条件改善を求
める【重点項目】の取り組み

賃金の引き上げの取り組み
（男女間賃金格差是正、女性活躍
推進法、改正男女機会均等法、等）

（過重労働対策、時間外 
割増率、両立支援、等） 

交 

通 

・ 

運 

輸 

共 

闘 

連 

絡 

会 

議 

交 通 労 連 

 

方針決定日 

1月17日 

過年度物価上昇に伴う賃金
目減り分の補填や生活向
上、格差是正を考慮した要
求とする。 

①定昇もしくは定昇相当分（賃金
カーブ維持分：１年１歳間差）
の確認・確立に努める。 

②各部会は、制度格差が明確に
表れてきていることを踏まえた
指導を行い、賃金表が明確で
ない組合に対しては、部会実態
調査などを踏まえて、目安とな
る賃金水準や参考値を示す。 

賃金の底割れを阻止し、公正
な企業間競争の基礎的条件
整備に資する「特定（産業別）
最低賃金」の確立を進めるた
め、企業内最賃協定の締結
を推進する。 

「年収の引き上げ」に向けて、
それぞれの業種実態を踏まえ
た取り組みを展開し、業種横
断的な賃金の確立と底上げを
めざす。年間での要求および
賃金と同時要求・同時妥結を
基本として、年収の引き上げ
に取り組む。具体的な要求額
・月数は各部会で策定する。

非正規雇用労働者の時給引
き上げ額の目安として、連合
は37円（中小共闘・賃上げ水
準目標6,000円の時給換算）
を示している。また、平成25
年に改定された「連合リビン
グウェイジ」の都道府県別水
準も参考に取り組む。 

 パート労働法（短時間労働者の
雇用管理の改善等に関する法
律）が改正され（平成27年４月１
日施行）、職務の内容、人材活用
の仕組みが正社員と同じ場合、
賃金、教育訓練、福利厚生施設
の利用をはじめ全ての待遇につ
いて、正社員との差別的取扱い
が禁止される。法の適用対象は、
あくまでも短時間労働者である
が、短時間でない有期契約労働
者の置かれている環境も同様で
あり、処遇改善の取り組みに、こ
の改正の趣旨を活かしていかな
ければならない。 

男女雇用機会均等法が改正
（平成19年４月）され、職場に
働く人が性別により差別され
ることなく働く女性が母性を尊
重され、その能力を十分発揮
することができる雇用環境を
整備することが求められてい
る。そのため、性別による差別
禁止の範囲の拡大、妊娠等を
理由とする不利益取扱いの禁
止等が定められた。平成26年
７月には関連する指針が一部
改正され、1)合理的な理由な
く転勤要件を設けることは間
接差別に該当すること2)異性
間だけでなく同性間の言動も
職場のセクハラに該当するこ
と3)セクハラの被害者への事
業主の対応に産業保健スタッ
フなどによるメンタルヘルス相
談を追加すること4)職場にお
ける性別役割分担意識を改
める重要性－などが盛り込ま
れた（コース別雇用管理につ
いての「留意事項」が「指針」
に格上げ）。また、平成27年１
月には、妊娠・出産・育児休
業等を契機として不利益取り
扱い（マタニティー・ハラスメン
ト）は原則として違法と取り扱う
との通達が最高裁判決も踏ま
えて出されたこと、さらには防
止措置を義務づける法改正
（平成29年１月施行）など、法
の趣旨を十分考慮し誰もが能
力発揮できる職場となるよう労
働協約の点検・整備に取り組
む。 

  3月末まで 各部会で決
定 

 

海 員 組 合 
 
方針決定日 
2月17日 

外航：外航船員が担う職責
の重要性に見合う労働環
境の整備に加え、後継者の
確保・育成に資する労働環
境の構築に向けて取り組
む。 
国内：雇用の維持と生活の
安定を第一義に、将来に希
望が持てる労働環境の構
築に加え、後継者の確保・
育成に繋がる職場環境の
整備に向けて取り組む。 
水産（大型漁船）：若年後
継者の将来に展望が抱け
るような労働条件の向上に
取り組む。 
水産（地区漁船・漁業無線
局）：固定給を重視した賃
金体系の確立に向け取り組
む。 

外航：諸手当を含む月例賃金２
％以上の改善。 
国内（内航）：内航二団体2.34％
のベースアップ。全内航2.35％の
ベースアップ。 
国内（大型カーフェリー）：一欄適
用会社2.16％引き上げる。二欄
適用会社2.19％引き上げる。 
国内（港湾）：基本給を２％引き上
げる。 
水産：基本給を２％相当額を引き
上げる。 

     国内(旅客船・港湾)：公的年金
支給開始年齢の動向を踏ま
え、定年年齢もしくは退職年齢
の延長を求める。 
水産：年金受給開始年齢の段
階的移行を勘案した、定年・退
職年齢の改定を図る。 

  2月下旬 協約有効期
限内妥結を
目指す 
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産  別 

基本的な考え方 賃上げ要求 非正規労働者の労働条件改善 職場における男女平等の実現
ワーク・ライフ・バランス 

社会の実現 

ワークルールの 
取り組み 

その他の 
取り組み 

要 求 
提出日 

回 答 
指定日 産業全体の「底上げ・底支

え」「格差是正」の取り組み 

月例賃金 
①個別銘柄（年齢ポイント）ごとの「最

低到達水準」 「 到達目標水準」 
②「賃金カーブ維持相当分（構成組織

が設定する場合）」「賃上げ分」 

企業内最低賃金 
・協定の締結 
・適用対象の拡大 
・協定額の引き上げ 
・初任給の引き上げ 

一時金 
・一時金の要求基準等 

総合的な労働条件改善を求
める【重点項目】の取り組み

賃金の引き上げの取り組み
（男女間賃金格差是正、女性活躍
推進法、改正男女機会均等法、等）

（過重労働対策、時間外 
割増率、両立支援、等） 

交 

通 

・ 

運 

輸 

共 

闘 

連 

絡 

会 

議 

航 空 連 合 

 

方針決定日 

1月17日 

・航空関連産業は、テロや地政
学的リスク、原油価格や為替の
動向などの不確実性はあるもの
の、2020年の東京オリンピック・
パラリンピックの開催や、「2020
年に4,000万人」の訪日外国人
旅行者数の達成をめざして政府
の施策が進められることから、さ
らなる需要の拡大が見込まれ
る。 
また、先行きの不透明感はある
ものの、現在の企業業績は高い
水準にあり、総じて、安定的に 
利益を生み出せる企業体質と
なっている。 
一方で、超少子高齢化・人口減
少という日本の構造問題は、す
でに労働力不足という形で航空
関連産業にも影響を与えてお
り、雇用環境の整備は産業全体
の喫緊の課題である。 
これらの取り巻く環境を踏まえ、
労働条件や職場環境の改善な
どにより、人材の定着を図り、 
採用競争力を高め、さらに人材
育 成の 環 境を 整 えること で 、
2020年以降も見据えた航空関
連産業の持続的な発展を支え
る人材を確保していくことが重
要である。 
2017春闘では、これまでの春闘
などを通じて実現してきた「人へ
の 投 資 」 を 継 続 ・ 拡 大 さ せ る 
とともに、航空関連産業のすべ
ての職種や職場における「人材
の確保」に不可欠な環境整備を 
進めていく観点から、次の4項目
に重点的に取り組み、産業の持
続的な発展に必要な基盤強化
を図っていく。 

◎継続的・安定的な賃金改善 
◎総実労働時間の縮減 
◎成長の原動力である人材育成

の体制強化 
◎産業全体の付加価値の拡大と

波及に向けて 

・月例賃金の改善について
はベースアップにこだわり、
3,000円以上を基準とした
要求を行う。 

・賃金カーブ維持（定期昇給
の確保）を確認する。 

・賃金テーブルが不明の加
盟組合は開示を求める。 

・定期昇給制度がない場合
は、定期昇給相当分として
5,000円を目安に要求を行
う。 

・全体的な賃金改善だけで
なく賃金体系上の歪みや
賃金分布の偏りの是正、最
低賃金協定の 締結などそ
れぞれの環境に応じた効
果的な賃金水準の向上に
取り組む。 

 年収を早期に見通し、年間の
生活設計を早期にたてられる
ことの重要性を意識したうえで
年間一括協定を原則とする。
また、年間5ヶ月台の確保を目
指し、企業業績、取り巻く情勢
などを考慮し、成果の公正配
分を求める。また、生活水準の
向上、モチベーション向上の
観点から前年実績を上回る要
求を掲げて取り組む。 

・有期雇用社員・パート労働
者に対する取り組みとして
2018年4月より改正労働契約
法第18条の無期転換ルール
が適用されるケースが生じる
ことを踏まえ、安心して長く
働き続けることができる労働
条件を目指して、賃金をはじ
めとする処遇改善を図るとと
もに、その実態把握や社会
保険、労働保険の加入状況
の点検、正社員転換制度の
有無、創設などに関する交
渉・協議を行う。 

・有期雇用社員・パート労働
者についても時給上げ幅
の目安として37円（定期昇
給を含む）、もしくは時給
1,000円以上を目指した取
り組みを行う。 

・全体的な賃金改善だけで
なく賃金体系上の歪みや
賃金分布の偏りの是正、最
低賃金協定の 締結などそ
れぞれの環境に応じた効
果的な賃金水準の向上に
取り組む。 

・一時金については、有期雇
用社員、パート労働者への
処遇改善と成果に応じた適
正配分を求める。 

・すべての働く者が持てる能力を
発揮できる職場をつくることは、
企業の発展と活性化に極めて重
要である。仕事上の責任を果た
しつつ、いきいきと働くことのでき
る多様性を尊重した職場環境を
整備とともに、雇用形態にかかわ
らずすべての労働者の雇用の安
定と公正な処遇の確保に取り組
む。 

・女性活躍推進法に定められてい
る一般事業主行動計画の策定
状況を点検し、組合員のニーズ
や職場の実態・課題を踏まえて
改善を求めていくとともに、企業
規模を問わず法の趣旨の定着
に向けて取り組む。 

・改正男女雇用機会均等法への
対応状況を点検する。また、す
でに制度が導入されている場合
は、職場での制度の定着に向け
て取り組む。。 

・次世代育成支援対策推進法に
定められている一般事業主行動
計画について、企業規模を問わ
ず、労使協議を通じて、計画期
間、目標、実施方法・体制などを
確認する。また、プラチナくるみ
ん認定制度についても、必要な
社内制度の整備を含め、労使で
認識を共有し取り組む 

・多様化する価値観、ライ
フスタイルを受容できる
職場づくりが重要であ
る。組合員一人ひとりが
希望するワーク・ライフ・
バランスの状態や課題
が異なることを職場およ
び労使で共有し理解促
進を図る。 

・労働時間管理の徹底と
労働時間の縮減として、
「総実労働時間縮減に
向けた取り組み指針」に
基づき、労働時間管理
の徹底強化や、年次有
給休暇の取得促進、所
定外労働削減など、総
実労働時間縮減に資す
るあらゆる取り組みを進
める。 

・仕事と家庭の両立支援
の充実として、出産・育
児や介護などを理由とし
た離職を防ぎ、仕事と家
庭を両立しながら働き続
けることのできる職場の
実現に向け、社内制度
の整備、制度の周知徹
底、職場風土の改革に
取り組む。また、両立支
援 策 の 拡 充 の 観 点 か
ら、これを上回る内容へ
の拡充について取り組
む。 

・すべての労働者の雇
用の安定と公正処遇
を確保する為、ワーク
ルールの確認を行う。
また経営チェック機能
としての役割を果たす
べく、コンプライアンス
の視点での職場の状
況や日常業務の点検
およびその対応に取り
組む。 

・改正パートタイム労働
法、改正労働契約法、
改正労働者派遣法、
若者雇用促進法なの
でについて点検 

・労働関連法規につい
て法令遵守と運用状
況の点検を行い、必要
に応じてその是正に向
けてしっかり労使協議
を行い、労働協約の整
備に取り組む。 

・時間内組合活動保障
の協定化および充実
に取り組む。 

・経営チェック機能とし
ての役割を果たすべ
く、コンプライアンスの
視点での職場の状況
や日常業務の点検お
よびその対応に取り組
む。 

・労働者保護ルールの
行き過ぎた規制緩和
に関しては、引き続き
議論の動向を注視し、
連合の取り組みへの
参加を通じて広く社会
に向けた世論喚起を 
行っていく。 

・成長の原動力である人
材の育成体制の強化 
労働力不足の環境に
おいても、競争力の源
泉である人材の成長を
促進し続けることは不
可欠であり、決して後回
しになってはならない。
また、知識やノウハウを
着実に伝承する育成体
制を強化 させるととも
に、技術革新などの環
境変化へも対応可能な
育成の多様化も進めて
いく必要がある。このよ
うな人材育成の体制を
整備する取り組みを通
じて、働く仲間がお互
いの成長に 関 心 を持
ち、能力を高め合うこと
を重視する職場風土を
醸成し、一人ひとりが成
長を実感しつつ活躍で
きる職場環境の整備に
取り組む。。 

・産業全体の付加価値
の拡大と波及に向けて
産業で生み出す価値
や成果、利益などは、
資本関係や労働組合
の有無にかかわらず産
業で働くすべての仲間
によって支えられてお
り、産業の持続的な発
展には、あらゆる職種
や 職 場 の 隅 々 に まで
「活力の好循環」を行き
渡らせる  必要がある。
春闘期間中の職場点
検や労使協議なども活
かし、「活力の好循環」
の波及に向けた課題の
把握や共有などに取り
組む。 

3月上旬まで 先行組合は
3月16日まで
の早期に引
き 出 す 。 先
行組合以外
は3月中 

 

全自交労連 
 
方針決定日 
1月25日 
中央委員会
決定 

国会附帯決議に盛り込ま
れた「固定給と歩合給のバ
ランスの取れた賃金体系
の再構築」に向けて、固定
給部分の新設・拡充による
賃金改善を柱に要求しま
す。 
また、他産業との格差是正
分として、賃金要求とは別
に一時金の改善や退職金
制度の新設・改善等を各職
場の状況に即して要求し
ます。 

他産業との格差是正と公共交通
労働者にふさわしい賃金水準を
原則的に要求するとともに、ハ
イタクで家族を養い生計を立て
られる生活賃金を確保するため
に固定給中心の月例賃金、世間
並みの一時金や退職金の整備
等、総合的な年間所得の引き上
げに奮闘します。賃金の統一要
求は賃金体系にかかわらず、生
活維持分と賃金回復分として組
合員１人当たりの月額10,000円
を要求します。 

運転者最低賃金の創設に向
けて、時間額1,000円以上の
企業内最低賃金協定の締結
を要求します。 

ハイタクＡ型賃金と観光バ
スにおける一時金の獲得目
標は年間100万円とします。
退職金は、現行の退職金制度
を維持し、支給額の上積みを
要求します。また、退職金制
度が無い職場では新たな退
職金制度の創設をはかり、要
求基準額は5年＝50万円、10
年＝100万円以上とします。
また、中小企業退職金共済制
度への加入を促進します。

正社員と同じ業務内容であ
りながら雇用形態の違いだ
けで不当な差別的賃金が支
払われることがないよう労
働組合としてしっかり点検
し、「同一労働・同一賃金」
の原則に照らして改善しな
ければなりません。タク
シー職場で乗務員として勤
務する場合、労働時間、出
勤日数、勤務シフトにおい
て明確な差異がなければ
「同じ業務内容」として扱
う以外にありません。いく
ら労使で正社員との賃金格
差を合意したり、ましてや
当該労働者が合意していた
としても、不合理な賃金が
支払われていれば、違法と
なり、その合意そのものが
無効であることを明確にし
て対応します。 

日本の非正規労働者は今
や40％を占めるに至って
います。正規・非正規の格
差解消と非正規の正社員
化を真剣に取り組まなけ
れば労働組合の未来はあ
りません。働く仲間全員を
労働組合に組織し、団結の
強化・拡大を図るために
も、全自交労連として「同
一労働・同一賃金」の推進
に全力をあげます。 

連合方針と同じ 連合方針と同じ 連合方針と同じ  2月末 3月23日 

 


